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全日本医療経営研究会

第１条（目的）

一般社団法人全日本医療経営研究会「以下(本会)という」

は21世紀に我が国が迎える超高齢化・少子化社会により、

今後予想される医療環境の激変に対応すべく、会員の医

業経営の改善・向上を支援し、以って地域住民の求める医

療の実現に貢献することを目的とし、この主旨に賛同する

会員をもって構成する。

第2条（事務局と運営）

本会の事務局は一般社団法人全日本医療経営研究会(以
下「法人」という)に置き、法人の理事長に任命された事務
局員により、運営される。

本会は、第1条の目的のために、会員に対し次の事業を行

う。

①医業経営情報の提供（会報誌）

②経営相談会の開催

③経営セミナーの開催

④事業支援・手続き代行

●医療法人設立

●訪問看護事業設立

●病医院等立地調査

●病医院等Ｍ＆Ａ

●病診・診診提携の支援

●職員の教育研修

●検診事業支援

●ホームページの制作

●その他事業支援

⑤病医院開業支援

⑥医業承継

⑦病医院等設計・建築・改築支援

⑧人材募集支援

⑨その他会員の経営改善・向上に寄与する支援

第4条（入会資格）

本会への入会資格を有する者は、医師・歯科医師又は医
療法人とする。

第5条（入会手続き)

本会への入会手続きは本会の目的に賛同した者が、本会

指定の入会申込書に所定事項を記入し署名捺印の上、提

出することにより完了する。

会 則

第9条（会費について）

別に定める細則による。

第11条（退会）

（1）会員は文書をもって本会に届出ることにより、いつでも
本会を退会できることとする。

（2）納付済みの会費は返還されないものとする。

（3）会員が死亡、解散、破産した時は退会したものとみなす。

第１2条（除名）

会員が、本会の名誉を棄損する行為や本会の目的に著し

く反する行為をしたときは、第6条規定の会員の種類を問

わず、法人の理事長が運営委員会を開き委員会の承認を

得て、委員会の判断で会員を除名する。

第１3条（会則変更）

本会は、本会則を変更した場合は速やかに会員に通知

する。

会員が故意又は重大な過失により入会申込書に事実でな
いことを記載した場合は除名とする。

第8条（虚偽申告による会員資格の解除）

会員資格の取得は第５条の手続きを完了した時とする。

第7条（会員資格の取得）

本会の会員の種類は、次のとおり、個人会員(正会員、準

会員)および法人会員(正会員、準会員)とする。

なお、法人会員に所属する医師、歯科医師は、個人入

会申込みをしなくても本会が行う事業について、別に定め

る細則 正会員と準会員の処遇に基づき、３条に掲げる事

業を利用することができる。

第6条（会員の種類）

第3条（事業）

第１0条（変更事項の届出）

会員は、入会申込書記載事項に変更が生じた時は、速や

かに本会に変更事項を届出るものとする。変更の届出が

なかった時は、本会に届出られている住所地に通知したこ

とにより、会員に到着したものとする。

付則
この会則は、2008年12月1日から施行する。
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